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～お互いに人権を守って 明るい社会をつくることが
私たち人権擁護委員の願いです～

「全国一斉『人権擁護委員の日』特設人権相談所」開設

～人権擁護委員はあなたのまちの相談パートナーです～

あなたの悩みを人権擁護委員に相談してみませんか？

問合先　福岡法務局飯塚支局内
　　　　  飯塚人権擁護委員協議会　☎ 22-1580

日　時　６月１日（水）　13 時～ 16 時

場　所　桂川町総合福祉センター「ひまわりの里」

　６月１日は、「人権擁護委員の日」です。あなたのまち

の身近な相談パートナーである人権擁護委員が、家庭内

のもめごとや隣近所とのトラブル、いじめや差別などの

相談に応じます。相談は無料で、秘密は固く守られます

ので、お気軽にご相談ください。

人権擁護委員は、いつでも相談を受け付けています。

公正証書相談会開催
公証人　田村和志さんによる

遺言・相続・離婚養育費などの無料相談会です

申込・問合先　桂川町社会福祉協議会
　　　　　　　☎ 65-2271　　　65-4555

実施期間　奇数月の第２水曜日　13 時～ 16 時

場　　所　桂川町総合福祉センター「ひわまりの里」

費　　用　無料（公正証書作成などに要する手数料は必要）

相談内容　遺言・相続・遺産分割・尊厳死・
　　　　　金銭・土地・建物などの賃借・会社設立・
　　　　　協議離婚に伴う養育費・慰謝料の支払い・
　　　　　財産分与・任意後見など

※事前にお電話でご予約ください。

　「遺言を残しておきたい」「認知症になったときが心配」
「延命治療は希望しない」「離婚後、養育費を払ってもらえ
るか心配」「貸したお金を返してもらいたい」「遺産分割を
したい」などでお悩みの方、ぜひご利用ください。
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保
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館)

は
、
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桂
川
町
人
権
セ
ン
タ
ー
」(

以
下
、

人
権
セ
ン
タ
ー)

に
名
称
が
変
わ
り
、
今

年
の
４
月
１
日
か
ら
新
た
に
ス
タ
ー
ト
し

ま
し
た
。
隣
保
館
は
昭
和
50
年
６
月
に
開

館
し
、
以
来
今
日
ま
で
の
35
年
間
、
同
和

問
題
を
は
じ
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
人
権
問

題
の
解
決
の
た
め
の
各
種
事
業
を
行
い
、

人
権
啓
発
や
福
祉
向
上
を
図
っ
て
き
ま
し

た
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
隣
保
館
の
取
組
に
よ
り
、

以
前
の
よ
う
な
、
あ
か
ら
さ
ま
な
差
別
事

象
は
少
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
依
然
と
し

て
差
別
は
無
く
な
ら
ず
、
近
年
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
な
ど
の
高
度
情
報
化
に
伴
い
目
に

見
え
な
い
形
（
陰
湿
化
）
へ
と
変
化
し
て

い
ま
す
。

　

隣
保
館
は
人
権
セ
ン
タ
ー
へ
と
名
称
は

変
わ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
、

生
活
上
の
各
種
相
談(

よ
ろ
ず
相
談)

を
は

じ
め
、
人
権
教
育
・
人
権
啓
発
等
に
関
す

る
事
業
を
総
合
的
に
実
施
し
、
多
様
化
す

る
人
権
課
題
の
解
決
に
向
け
て
取
組
を
推

進
し
て
い
き
ま
す
。

　

な
お
、
人
権
セ
ン
タ
ー
の
ご
利
用
（
有

料
※
）
に
つ
い
て
は
、
申
請
書
類
等
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、

当
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

皆
さ
ん
の
ご
利
用
を
お
待
ち
し
て
お
り

ま
す
。

※　

人
権
学
習
等
で
利
用
さ
れ
る
場
合
は
、

減
免
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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